
あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク設置要綱  

 

（目的） 

第１条 あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）

は、愛知県における電気自動車（以下「ＥＶ」という。）、プラグインハイブ

リッド車（以下「ＰＨＶ」という。）の本格的な普及に向けて、関係実施主体

が協働して施策を推進することを目的とする。 

 

（組織） 

第２条 ネットワーク参加者は、ＥＶ・ＰＨＶの導入、充電インフラの整備促進、   

ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発又は効果評価のための調査に、率先して実施又は協力

する、事業者、団体又は自治体とする。 

２ ネットワークの議長は、愛知県環境部長をもって充てる。 

 

（分担金等） 

第２条の２ ネットワークに参加する事業者及び団体は、入会時に分担金として、 

７００円をネットワークへ支払う。 

２ 分担金は、別に定める、啓発用の共通ロゴマークを使用するための料金に充当す

る。 

３ 前項の料金の支払いは、原則として、第５条に定める調整会議の事前の了承を得

て、第８条に定める事務局が行う。 

  緊急その他やむを得ない事由により、前項の事前の了承が得られない場合は、緊

急その他やむを得ない事由が消滅した後、遅滞なく調整会議に報告する。 

 

（情報交換等） 

第３条 ネットワークは、第１条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事

項について、情報の交換及び共有を図る。 

（１）ＥＶ・ＰＨＶの需要の創出に関する事項 

（２）充電インフラの整備促進に関する事項 

（３）ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発に関する事項 

（４）効果評価に関する事項 

（５）その他必要事項 

 

（総会） 

第４条 ネットワークの総会は、必要に応じて議長が招集する。 

２ 議長が総会に出席できない場合は、議長の指名した者がその総会において議

長の代理を務める。 

 

（調整会議） 

第５条 第３条各号の事項について、検討、調整を行うため、ネットワークに常

設機関として調整会議を置く。 

参考３ 



２ 調整会議の構成員は、ネットワーク参加者のうち、電力会社、自動車メーカ

ー、関係自治体及び参加を希望する者から、調整会議の座長が指名する。 

３ 調整会議の座長は、愛知県環境部地球温暖化対策監をもって充てる。 

４ 調整会議は第１項の検討、調整事項について、ネットワーク参加者にその情

報を提供する。 

５ 調整会議の座長は、必要のつど調整会議を招集し、これを主宰する。 

６ 調整会議の座長は、必要があると認めるときは調整会議に関係者の出席を求

め、その説明または意見を聞くことができる。 

７ 調整会議の座長が調整会議に出席できない場合は、座長の指名した者がその

調整会議において座長の代理を務める。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 調整会議において専門の事項を検討する必要があるときは、調整会議に

ワーキンググループを置くことができる。 

２ ワーキンググループの班長及び構成員は、調整会議の構成員から調整会議の

座長が指名する。 

３ ワーキンググループの班長は、必要のつどワーキンググループを招集し、こ

れを主宰する。 

４ ワーキンググループの班長は、必要があると認めるときはワーキンググルー

プに構成員以外の者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。 

 

（人件費及び旅費） 

第７条 ネットワーク総会、調整会議、ワーキンググループの活動に必要な人件費及

び旅費等は、出席者の所属部署で負担する。 

 

（事務局） 

第８条 ネットワークの事務局は、愛知県環境部地球温暖化対策課に置く。 

２ 事務局は、総会、調整会議及びワーキンググループの庶務、並びにネットワ

ークの会計事務を行う。 

 

（会議の公開） 

第９条 ネットワークの総会は、公開とする。 

 

（会計監査） 

第９条の２ 座長は、調整会議の議を経て、愛知県を除く調整会議構成員の中から、

１者を監査役として指名する。 

２ 監査役は、年度当初に、前年度の会計監査を実施する。 

 

（退会等） 

第１０条 議長は、ネットワークの運営、秩序を乱すネットワーク参加者に対して、

ネットワークの運営、秩序を守るよう勧告することができる。 

２ 前項の勧告にもかかわらず改善が見られない場合は、議長は当該参加者に対して、



ネットワークからの退会を命じることができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの運営その他必要な事項

は、調整会議の座長が定める。 

 

 

 附 則 

この要綱は、平成２１年４月２３日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２１年５月２０日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２１年７月２９日から施行する。 

 

 附 則 

第１条 この要綱は、平成２１年８月２７日から施行する。 

第２条 第２条の２に規定する分担金は、この要綱の施行時に、ネットワークに参加

している事業者及び団体については、遅滞なく、分担金としてネットワークに  

７００円を支払う。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２６年７月４日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

（参考） 

第９条の２第１項に規定されている「監査役」は、平成２１年１０月７日（水）に

開催された「あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク調整会議（第５回）」において、

「名古屋市」に決定した。 

 

 

 


